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農林水産省国立研究開発法人審議会 

第８回林野部会 

 

日時：平成２９年６月２０日（火）     

会場：農林水産省本館７階第３特別会議室  

時間：午前９：４７～１１：１５      

 

 

 

議 事 次 第 

 

     １．森林整備部長挨拶 

     ２．林野部会長の選任及び林野部会長代理の指名 

     ３．議事 

     （１）国立研究開発法人森林研究・整備機構の平成２８年度に係る業務の実績及び

自己評価について 
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午前９時４７分 開会 

○中塚研究指導課長補佐 定刻前ですけれども、ただいまより農林水産省国立研究開発法人審

議会第８回林野部会を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。事務局の研究指導課、中塚

です。よろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、林野庁森林整備部長よりご挨拶申し上げます。 

○織田森林整備部長 おはようございます。林野庁の森林整備部長の織田でございます。 

 委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとう

ございます。また、日頃から森林林業行政に対しまして、いろいろとご理解、ご指導いただい

ておりますことに対しまして、御礼を申し上げたいと思います。 

 ご案内のとおり、昨年の森林法の改正によりまして、森林総合研究所につきましては、本年

の４月から国立研究開発法人森林研究・整備機構という名前になり、中身的にも水源林造成事

業を本則化して、本来業務といいますか、業務の中に取り込んだ形で改めてまたスタートを切

っているということでございます。 

 一方、中長期目標期間でいいますと、昨年から第４期に入ってございまして、今年度につき

ましては、第４期中長期目標期間の開始年度となります昨年、28年度の実績評価を行うというこ

とになってございます。新しい体制のもと、研究開発、水源林造成、さらには森林保険という

各業務の効率的、効果的な実施のために、本林野部会での委員の皆様方からのご意見を参考に

させていただいて、大臣評価案を作っていきたいと考えてございます。 

 本日は、限られた時間で恐縮でございますけれども、機構の実績評価につきまして質疑等を

していただいて、次回、７月13日だと思いますけれども、大臣評価案の審議につなげていただけ

ればというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中塚研究指導課長補佐 議事次第にございます２番でございますけれども、林野部会長の選

任及び林野部会長代理の指名でございますが、任期満了に伴う委員の改選につきまして、まず

ご報告いたします。 

 この式次第の資料の４枚目に新たな委員の名簿をつけてございます。 

 酒井委員と田村委員におかれましては、４月18日付で再任されました。また、志賀臨時委員、

榎本専門委員が退任され、赤尾臨時委員、三田専門委員が新任となります。どうぞよろしくお

願いいたします。また、徳地臨時委員、文野臨時委員、小島専門委員、中山専門委員におかれ

ましても、引き続きよろしくお願いいたします。 
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 改選に伴いまして、改めて部会長の選任手続が必要となります。審議会令では、委員の互選

となっておりますため、酒井委員、田村委員からご提案ございましたらお願いいたします。 

 田村委員、どうぞ。 

○田村委員 酒井委員に部会長をお願いしたいと考えています。 

○中塚研究指導課長補佐 酒井委員、いかがでしょうか。 

○酒井部会長 酒井です。ただいまご指名いただきました。皆様の協力を得て、部会長を務め

させていただきたいと思いますので、どうかよろしくご協力をお願いいたします。 

○中塚研究指導課長補佐 それでは、ただいま酒井委員が部会長となりました。部会長より、

部会長代理の指名をお願いいたします。 

○酒井部会長 そういたしましたら、田村委員を部会長代理に指名いたします。 

○田村委員 それでは、よろしくお願いいたします。 

○中塚研究指導課長補佐 ありがとうございます。 

 以上で、部会長の選任及び部会長代理の指名は終了いたします。 

 以降の進行につきましては、審議会規則により部会長が議長とされておりますので、それで

は、酒井部会長よろしくお願いいたします。 

○酒井部会長 それではまず、事務局より説明事項等ございましたらよろしくお願いいたしま

す。 

○中塚研究指導課長補佐 まず、事務局より本日の林野部会の成立についてご報告いたします。 

 本日、小島専門委員、三田専門委員はご欠席となりますが、農林水産省国立研究開発法人審

議会令第６条の規定を満たしておりますので、本日の会議は成立しております。 

 なお、本日の出席者のご紹介につきましては、時間の関係もございますので、お手元の出席

者名簿、それから配席図の配付をもちましてかえさせていただきたいと思いますので、ご了承

願います。 

 次に、配付資料につきましてですが、先ほどの式次第の資料の３枚目に資料一覧がございま

す。今回お配りしております資料でございますので、お手元の資料とご確認をいただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。過不足等ございましたら事務局までお申し出くだ

さい。 

 また、本日の議事につきましては、後日、議事録にまとめた後、その内容につきまして委員

のご確認を得た上で、農林水産省のホームページで公開いたします。 

 以上でございます。 
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○酒井部会長 それでは、本日の議題は次第にありますとおり、国立研究開発法人森林研究・

整備機構の平成28年度に係る業務の実績及び自己評価についてです。 

 本日は、森林研究・整備機構から機構の業務実績や自己評価についてご説明していただき、

質疑応答を行うということでございます。したがいまして、本日は大臣評価案はございません。

大臣評価案につきましては、次回の部会でご審議いただくことになります。 

 本日の時間は、11時20分までと予定になっておりますので、10時45分までに全ての説明を終

えていただき、残りの30分程度を質疑応答の時間に充てたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 特段異議ございませんようですので、それでは、ご説明お願いいたします。 

○田中森林機構理事 それでは、説明を始めたいと思います。 

 正式な自己評価書に関しては非常に大部ですので、本日の説明は、皆さんのお手元にある平

成28年度業務実績の概要をもとにお話ししたいと思います。 

 まず、研究担当理事の田中ですが、私のほうから最初の研究開発業務にかかわるところ、大

きくア、イ、ウという我々重点課題と呼んでいますが、その大きな評価単位についてご説明し

たいと思います。 

 ３ページ目を開けていただけますでしょうか。 

 こちらのほうが大きな重点課題ア、森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開

発ということで、こちら大きく森林研究と我々呼んでいますけれども、３つの大きな柱でなっ

ています。 

 （ア）が治山技術の高度化と防災・減災技術の開発という課題、我々戦略課題と呼んでいま

すが、その単位になります。こちらのほうでは、箇条書きで挙げられてありますような年度計

画の研究成果を上げてきました。幾つかピックアップしますが、右に冬季の冠雪重量最大値の

推定という図があります。赤く示されているところが非常に冠雪が多いという、これはシミュ

レーションの結果なんですけれども、箇条書きの３つ目、冠雪重量予測モデルの構築というの

が、当年の成果としてあります。十日町の積雪地において、実際の積雪、冠雪実験において、

モデルパラメータをとり、現地のデータ、気候データ等と冠雪状況というものの関係をモデル

化しました。非常によくフィットするようなモデルがつくれたわけですが、それをもとにもう

ちょっと大きな右の図にあるような過去の気象条件に当てはめたシミュレート等を行っていま

す。まだ、そういう形で全国レベルに当てはめるのには、さまざま条件をクリアしなきゃいけ

ないところですが、まず基礎的なモデルができたというところです。 
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 また、この課題では、森林気象害に関するデータベース化、また放射能に関して福島の放射

能汚染に関するモニタリング等を続けています。 

 付加的な成果として、本年度の計画にはなかったのですが、下から２つ目、スギの幹材中の

放射性セシウム濃度の推定手法ということで、右のほうにグラフがありますけれども、こちら

安定セシウムを使って、放射性セシウムの推定のための実験を行ったわけですが、旧葉におけ

るセシウム濃度というものが幹材中のセシウム濃度と非常によい関係にあるというような、ま

だちょっとデータ数少ないのですけれども、いい結果を得ることができました。今後、これを

現地での放射性セシウムの幹材中の濃度の推定に使えるのではないかと考えています。 

 こちらのほうは、当年度の計画を達成したということで、自己評価Ｂとしております。 

 （イ）の気候変動の影響評価、それから適応・緩和技術の開発のほうですが、まずモニタリ

ングに関しては、右の写真の図があります。熱帯地域において、これは熱帯降雨林における炭

素の推定というものの技術を進めてきたわけですが、季節林において、その林内にある竹とか、

ほかの下層植生、そういったものの炭素プールの重要性というものを明らかにすることができ

ました。右の図はタイの例なのですけれども、非常に疎な林の中で竹の地上部現存量が樹木に

対して40％程度にまで達しているということで、ここを無視することはできないだろうという

ことを明らかにしております。 

 また、適応・緩和技術に関しては、ＲＥＤＤについて、熱帯の山岳地域では、非常に地形が

厳しいということで、衛星モニタリング等においてもなかなか正確な値を推定するということ

が困難だったわけですけれども、そこを南アメリカにおける衛星写真を使った解析、それから

非常に標高差もあるようなところでの植生パターンの現地踏査と組み合わせることでモニタリ

ング手法を開発することができました。 

 この成果等は、気候変動枠組条約第22回締約国会議（ＣＯＰ22）、そちらにおけるサイドイ

ベントを開催する、あるいはＩＰＣＣの専門家会議等にこういう成果を持って参加するという

ようなことで、国際的枠組みにも貢献することができたと考えています。成果と合わせ、その

ようなアウトカムから、自己評価もＡとしております。 

 （ウ）ですが、こちら生物多様性の保全及び森林被害に関するところなのですが、こちらで

は、右の写真にあります大きな成果として、ＬＡＭＰ法と書いてありますけれども、遺伝子を

増幅する手法なのですが、それを用いて乾材の害虫、輸入した材等に侵入しているようなキク

イムシ、あるいは小笠原で非常に問題になっている外来アリ、そちらに侵入してくるアリを瀬

戸際で防ぐための同定手法というものを開発することに成功しました。これは、外来害虫防除
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という意味では、水際で防げるというところでこれから有用な技術になると考えています。 

 また、菌類を活用したスギ花粉対策に関して技術開発してきたものに関しても、無人ヘリコ

プターによる効果的な散布というところにつなげて、いよいよ現実にアプリケーションとして

使えるような直前の段階まできているかと考えています。 

 また、付加的な成果として、昨年度までの成果なのですが、シカとカモシカの密度を区別し

て推定するに当たって、やはりＬＡＭＰ法というものを適用した技術開発をしたわけですが、

それが実際にキットとして、実用として販売されるような形になりました。ということで、こ

ちらのほうも計画以上の達成でＡとしています。 

 重点課題全体としても評価をＡとつけさせていただきました。 

 ページをめくっていただきます。 

 ２番目、イ、林業にかかわる研究です。こちら２つの大きな課題からなっています。 

 （ア）は林業生産技術にかかわる研究なのですが、右の図にトドマツ人工林の地位分布マッ

プとありますが、現在伐期を迎えて、今後伐採、それからその後の再造林を行うかどうかとい

うことが非常に大きな課題になっている中で、トドマツ人工林の多点における調査成果と地形、

それから気温、いろんな環境条件、そういうものを組み合わせ、地位指数を活用することによ

って、トドマツの成長のよい地域をこういう形で推定しました。夏季の降水量が多いところが

かなり大きいファクターとしてきいているということがわかっていますが、赤く示されたとこ

ろがトドマツにとってよいところということになります。今後、伐採後の再造林を考える上で

非常に重要な成果だと考えています。さらに、経営評価マップとありますが、まだこれは公表

する段階ではないんですが、さらに林業生産における、例えば林道からの距離であるとかさま

ざまな形状のファクターを取り入れることでマップ化していくということを考えています。 

 また、右の図にありますけれども、作業道を長寿命化する丸太を用いた路面補強の有効性の

実証ということで、軟弱な作業道の路面において、丸太を敷くことによって強度を高める。そ

のことによって、結果的に耐久性を高めるというようなことの確認ができました。図にあるよ

うに、丸太なしでの状態に比べて、まず丸太を敷いた場合に４倍、５倍程度に上がり、さらに

縦割丸太とありますけれども、真ん中から縦に割って、その平らな面を下に置くような形で埋

め込む形ですが、そのようにしたほうが非常にいいということで、間伐の小径木を使うことで

路面を強化できるというような成果を上げることができました。こちらに関しては、年度計画

を順調に達成できたということでＢ評価としています。 

 （イ）ですけれども、こちらのほうは、林業政策にかかわるところ、あるいは木材供給シス
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テム、バイオマス生産にかかわるところというようなところの成果となっています。こちらの

ほうでは、特筆すべき１つの成果としては、右の棒グラフにあります下川町を中心に行ってい

る仕事なのですが、ヤナギの造林地において経営が成り立つ目標値10t/ha・年というのがなか

なか達成できなかったわけなのですが、マルチングをすることによって、競争する雑草を排除

する。また、全面マルチは大変なわけですが、間のマルチの部分を除草するというようなこと

で、図にあるように10t/ha・年というような年収量をようやく達成することができたというこ

とで、これに関しては非常にいい成果だというふうに考えています。 

 それから、バイオマスに関しては、右に小さくて見にくいですけれども、これまで木質バイ

オマス発電の評価ツールを作成したわけですが、さらにバイオマスプラント間での燃料の競合

状態を評価するモデルというものをつくりました。これによって、バイオマス発電所をどの程

度の配置にすればよいか、あるいは現状配置されてしまったものがどういう状態かを評価しま

した。実際に九州の地域、大分のあたりは黄色くなっているのがわかると思いますが、非常に

競合性が高いというところで、実際に盛んに今バイオマス発電に木材供給されている中で、燃

料の競合がやはり起こっています。今後こういう情報をベースにして、バイオマス発電所の配

置等も考える必要があるかと、そういうふうに活用していただけたらと考えています。 

 さらに、付加的な成果として、最後の行に書いてあります熱電併給というのがやはり重要で

あり、もうちょっと小規模の発電所というのが重要かと考えていますが、そちらに使える熱電

併給の事業評価ツールというものを開発しています。ただいまそれを公開するような準備をし

ているところです。また丸太の天然乾燥に関しても、北陸のほうから要望もあった中で、天然

乾燥の日数を簡便に推定できるようなシートを開発することができました。この成果も年度計

画になかったことかと考えています。 

 以上、（イ）に関しては、計画以上に成果が上がったということでＡという外部評価をいた

だき、我々の自己評価をＡとしています。 

 全体としては、エフォートの量も考慮し、またＢ評価が100％から120％の達成という幅を持

つ中では、全体としては評価Ｂというところが妥当ということで、自己評価Ｂとしております。 

 最後、ウですけれども、木材及び木質資源の利用技術の開発というところで、大きく（ア）

と（イ）の２つの課題があります。 

 （ア）のほうが、木材の利用技術の開発及び高度化ということなのですが、右にちょっと見

にくいグラフですが、フィンガージョイント接合の強度評価というグラフがあります。こちら

は、左側の箇条書きの３つ目の成果です。ひき板のフィンガージョイント接着接合技術の高度
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化、集成材の日本農林規格の改正原案に反映ということで、これまで12ミリのフィンガー部分、

組み合わせるところの長さだったわけですが、これを半分の６ミリということでも十分強度を

担保できる。今ここの右のグラフで波線になっているところが平均値と最低限度というところ

で、これをクリアして上の部分にあればいいわけですけれども、白丸で示した６ミリのフィン

ガージョイントにおいても十分それが担保できるというようなことで、農林規格の改正案への

反映を考えています。 

 また、ＣＬＴに関して開発を進めてきているわけですが、需要拡大において非常に重要な耐

火性能の向上が課題になっています。こちらに関しては、ケイ酸カルシウム板、あるいは石膏

ボードの被覆によって、２時間の耐火ということを実現しました。今後のＣＬＴの需要拡大に

つなげられると考えています。また、強度性能評価に関しても、ラミナ幅と強度の関係という

ものを明らかにして、強度性能を農林規格の中にどう取り込んでいくかということに関して貢

献できたかと考えています。 

 また付加的な成果です。昨年、不幸にも熊本で大地震が起こったわけですけれども、災害の

緊急対応として、木造建築物の被害状況等を調査分析し、公表しました。中層の木造建築物に

関しては比較的被害が少なかったというような結果が出ています。また、一番最近の建築基準

法をクリアしたような住宅に関しても被害は少なかったが、それ以前のものに関しては、やは

り大きな被害が出ているところも見られたということで、そのような状況に関して緊急調査の

結果をもとにワークショップであるとか、報告会、あるいは学会というところで報告しており

ます。 

 ということで、この課題に関しても年度計画、またその達成度の高さ、それから緊急調査等

の成果を加味して、Ａ評価としております。 

 （イ）のほうですが、未利用木質資源の有用物質への変換、利用技術の開発ということで、

ここはこれまでも高い評価をいただきました。非常に活発に研究を行っています。 

 まず、セルロースナノファイバーに関しては、食品としての安全性の解明を進めました。ま

た、スギのセルロースナノファイバー製造のプラントを所内につくっているわけですが、そこ

において、まず水の利用について、山間部で利用する場合、水を大量に使うことができないわ

けですが、それを６割程度減らすことができた。あるいは、ナノ化の技術においても、目標と

した25％以上の30％強というようなナノ化効率というものを達成したということです。 

 また、リグニンに関しても、実証プラントレベルでの改質リグニン製造技術の改良を進めて

います。こちらに関しても、収率をこれまでの1.25倍ぐらいですか、大体25％ぐらいのリグニ
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ンの収率というところまで達成しています。非常にいい収率を上げることができたと考えてい

ます。その成果というのは、右の写真にありますけれども、Ｇ７科学技術大臣の会合において

ブースの展示などに貢献し、また伊勢での本会議においても実際に展示するというような形で、

政府の進める成長戦略の中にアピールすることができたのではないかというふうに考えていま

す。 

 また、左の図にあります混錬型ＷＰＣの性能に関しても飛躍的に向上させることができまし

た。加溶媒処理というものを行った木粉によって、混錬型のＷＰＣをつくることで衝撃強度を

1.4倍という形で非常に高いものに上げることができたということで、今後のＷＰＣの活用に

つながっていくと考えています。 

 あともう一つ、非常にアカデミックな話なのですが、最後の行にありますイオン液体による

新規のリグニン定量法の開発というところにおいては、リグニンの定量にはこれまで長いこと

クラーソン法という硫酸を使う非常に危険で、また時間もかかる方法しかなかったのですけれ

ども、イオン液体というものを使うことで、より常温に近い状態で、また効率よく、また精度

高く使えるということで、これからスタンダードな方法になるのではないかということで、こ

れは付加的な成果として非常にいい成果だと考えています。 

 以上をもって、こちらをＡ評価としております。 

 全体としても、着実に計画通りの成果を押さえつつ、付加的な成果、また非常に高いレベル

の成果を上げることができたということで、Ａ評価とさせていただきました。 

 以上です。 

○川野森林機構理事 育種事業・森林バイオ担当の理事の川野でございます。 

 私は、６ページの重点課題エについて説明いたしたいと思います。 

 まず、（ア）です。主な実績はここに示した７項目ですが、特に代表的なものとしましては、

４番目の放射性セシウムによる汚染地に置かれたホダ木の二次汚染と積算線量との相関関係の

解明です。これは、いわゆる東日本大震災による原発事故に伴う放射性セシウムによるシイタ

ケ栽培への影響を軽減させることを目的としたもので、これまでの研究成果と合わせて、原木

シイタケの管理方法に係る報告書としてとりまとめ、関係行政機関、あるいはシイタケ生産者

団体等に配付し、技術交流会等の場を通じて普及を図っているところです。 

 それから、６番目と７番目ですが、食用として有望な国産トリュフにつきまして、新種とし

て報告、公表するとともに、栽培技術の開発に向けて取り組み、一定の成果を上げつつあると

いうものです。 
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 続きまして、（イ）です。１番目の品種等の開発ですが、これは年度計画で目標が定まって

おり、エリートツリーにつきましてはおおむね50系統、それからマツノザイセンチュウ抵抗性

品種等の優良品種につきまして、おおむね40品種をそれぞれ目標として開発するということに

対し、ここにありますようにエリートツリーについては53系統、優良品種については47品種と

当初の目標を上回る成果を達成したところです。 

 それから、その次の林育不稔１号の開発ですが、これは、これまで開発してきたいわゆる無

花粉スギ品種をベースとして、初期成長にもすぐれたもの、そういう機能を付加したものを新

たに開発したものであり、今後、花粉の発生源対策への貢献が期待できるものとなっていると

ころです。 

 この本課題に対する評価については、課題エの（ア）につきましてはＢ評価、それから課題

エの（イ）につきましては、先ほど言いました林育不稔１号の開発等について、年度計画で予

定された目標を上回る成果を達成できたということから、Ａ評価としております。 

 ということで、重点課題エの全体としての評価につきましては、課題（ア）についても、先

ほど申し上げましたホダ木の管理、あるいは食用国産トリュフの栽培に向けた取組等について

は、国の施策や社会的ニーズによく対応しているということを踏まえ、課題（イ）の成果と合

わせて総合的に見て、課題エ全体としては、自己評価はＡ評価としているところです。 

 続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。上の（２）です。 

 これにつきましては、私ども森林研究・整備機構として、長期的、全国的な視点に基づき、

全国に配置しています収穫試験地等において、森林の成長、動態調査、森林水文等の長期モニ

タリング、あるいは育種素材として利用価値の高い林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査

等を継続して行っているものでございます。 

 この成果につきましては、先ほどご説明しました重点課題のアからエの各課題に係る研究開

発における基礎的資料として活用をしているところです。合わせて、こういった情報をウェブ

サイト等を通じて公開し、他の研究機関等における利用にも供しているところです。 

 それから、最後の７番目に示した開発された優良品種等の種苗の計画的な生産と適期配布で

すが、これにつきましては、これまで開発された優良品種等について、あらかじめその数量等

について各都道府県等と調整した上、計画的な生産と適期での配布に努めるというもので、28

年度におきましては、合わせて１万5,455本を配布しているということです。 

 以上のように、本項目につきましては、年度計画の目標をおおむね達成できたということか

ら、自己評価はＢ評価としているところです。 
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 私のほうからは以上でございます。 

○田中森林機構理事 続いて（３）です。研究開発成果の最大化に向けた取組ということで、

まず「橋渡し」機能の強化ということですが、この第４期において非常に重視されている研究

成果を社会に橋渡ししていくという件に関して、まず体制づくりというものに取り組みました。

産学官民・国際連携推進本部というものを立ち上げ、そのもとに３つの研究コーディネーター、

産学官民連携推進、そして国際連携推進、そして地域イノベーション推進ということで、それ

ぞれ研究所におけるそれぞれの橋渡しにおける中心となって動ける体制、また支所においては、

地域におけるニーズを吸い上げ、また中央、あるいはほかの支所と連携して行うような産学官

民連携推進調整監というのを置きました。という形で、まず体制をつくり、それをもとに活動

を始めたところです。実際に地域との連携、そして国際連携に関して着実に進めることができ

たと考えています。 

 イの研究開発成果等の社会還元ですが、こちらに関しては、知財に関して９件の特許、ある

いは成果に関して、当たり前のことですが学術雑誌への貢献、また迅速なプレスリリースとい

うことで、昨年に比べて増えた17件というものをプレスリリースすることもできました。また、

育種事業に関しては、成果を普及、そして優良品種をどんどん普及するために講習会等を積極

的に開催しています。 

 また、福島県の森林放射能汚染に関しては、実態解明を研究面でも行っているわけですが、

実際の復興計画に貢献するための講習会等を積極的に行い、また熊本地震に関しても緊急調査

等に貢献しています。 

 また、産官学間連携に関しては、共同研究等進めていますが、特に特筆すべきこととして、

民間企業20機関におけるプラットフォームを作成し、14団体におけるコンソーシアムの形成の

もとにプロジェクトとしてツーバイフォーを用いた中層大規模建築の研究予算というのを獲得

し、進めているところです。 

 また、ＰＤＣＡサイクルの強化に関しては、研究課題に関して外部評価委員の評価というも

のを進め、その成果、結果というものを翌年のプランというものに反映するような形の構想を

つくっています。 

 簡単ですが、以上です。 

○桂川森林機構理事 それでは続きまして、森林保険業務の推進につきましてご説明をさせて

いただきます。 

 資料８ページでございます。 
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 ２、森林保険業務の推進、（１）被保険者へのサービス向上ということで、森林保険センタ

ーの内部組織の組みかえを行いまして、保険推進課を新たに設置いたしました。そこで被保険

者へのサービスの向上や加入促進等の取組を含めて、業務の効率化も含めて推進をしていると

ころでございます。 

 また、委託先、こちら、いわゆる県森連、あるいは単位森林組合、森林組合系統でございま

すけれども、こちらの業務実施体制の強化を図るための業務講習会や初任者講習会を実施して

おります。具体的には、災害の調査や査定、あるいは保険金の申請の業務が円滑かつ迅速に、

そして正確に行われるように、ということでやっているものでございます。また、審査書類チ

ェックの一部を合理化するなど、事務処理の効率化も推進してまいりました。 

 こういうことで、被保険者へのサービスの向上、おおむね計画どおりということで、Ｂと評

価させていただいております。 

 （２）加入の促進。ポスターやパンフレットの配布や設置を行ったほか、企業向け、公有林

向けのパンフレットを作成し活用、と書いてございます。こちらは、言ってみますと大山持ち

さん、大規模な山林を持っていらっしゃる、例えば都道府県でございますとか、会社でござい

ますとか、そういうところには特にそのための資料をつくって取り組んでいるということでご

ざいます。また、一般向けの季刊誌の発行もしておりますけれども、ホームページによる最新

情報の提供や森林組合系統向けの森林保険ニュースの月１回発行も進めております。 

 それから、都道府県森林組合連合会を対象としまして、ブロック会議を全国で開催いたしま

して、森林所有者の利便性の向上に向けた課題等を把握して、加入促進にかかわる重点的な取

組を整理いたしました。 

 森林組合連合会と連携しまして、要望のありました13道府県、加入促進活動の協力を要請し

たほか、自治体や企業への個別訪問も行っております。企業につきましては、大規模な山林を

持っていて有望と思われるようなところに当たっております。また、林業関係団体の会合の場

には積極的に出向いて、森林保険のＰＲを行いました。 

 こちらもおおむね計画どおりということで、Ｂと評価させていただいております。 

 それから、（３）の引受条件ですけれども、保険運営の安定性の確保、すなわち収支が償う

かどうかということです。そして契約者、被保険者へのサービスの向上の観点。こういうこと

から、引受条件の見直しの検討を行っております。具体的には、例えば複数の契約をお持ちの

森林所有者の方の利便を図るために、その複数の契約の契約日を統一できる仕組みの導入、あ

るいは継続して契約をしていただける場合は継続割引の新設、それから保険料率の見直し期間、
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こちらは以前は国営森林保険ということで非常に動きが難しいところがございまして、平成17

年以降、この保険料率の見直しとかを全くやっておりませんでしたけれども、これを５年ごと

に見直すというような形で、今、ルール化を考えております。 

 そしてまた、齢級によるリスクの違いも、当然、植えた直後が一番リスク高いんですけれど

も、こちらも齢級に応じてリスクがどのように変化していくかということをもう一度洗い直し

を行いました。都道府県ごとのリスクにつきましても全部洗い直しをいたしました。現在、そ

うしたものを保険料率へ反映させるための見直しの検討がおおむね終わったところでございま

す。大体、28年度に検討を全般的に行いまして、今年度はそれに基づいて業務システムの改修、

あるいは必要な諸規定の整備を行い、平成30年度からは新しい保険が販売できるようにという

ことで、今、準備を進めているというところでございます。 

 こちらもおおむね計画どおりということで、Ｂと評価をさせていただきました。 

 それから、（４）内部ガバナンスの高度化でございますが、外部有識者を含む統合リスク管

理委員会を３回開催いたしまして、財務状況、あるいは積立金の規模の妥当性の検証、そして

先ほど申しました引受条件の改定、こういうことにつきまして専門的な見地から点検を実施し

ております。 

 職員の知識と能力の向上を図るために、コンプライアンス研修を含む職員研修を計画的に実

施しております。 

 また、公表の関係ですけれども、独立行政法人通則法に基づくもの以外にも、損害保険会社

見合いでソルベンシー・マージン、こちらは大規模な災害が起こったときの支払い能力を示す

指標でございますけれども、こうしたものも民間損保見合いで公表をさせていただいておりま

す。 

 そんなようなところで、こちらも評価はＢとさせていただきました。 

 森林保険業務につきましては、以上でございます。 

○大山森林機構理事 水源林造成事業等についてご説明をさせていただきます。 

 ９ページをご覧いただきたいと思います。 

 これからご説明させていただきますこの９ページの事業等につきましては、いずれもその目

標・計画を着実に達成しているということで、Ｂ評価とさせていただいているところでござい

ます。 

 まず、水源林造成事業の推進、ア、事業の重点化でございます。こちら、新規契約につきま

しては、特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い流域内の箇所に限定して契約を締結する
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という目標・計画になってございまして、そのとおりにといいますか、全て新規契約について

は、その限定をして契約を締結したということとなってございます。 

 それから、事業の実施手法の高度化のための措置でございますけれども、大きく３点ござい

まして、１つが（ア）で、長伐期、あるいは複層林化を進めるということ、それからイのとこ

ろ、事業を効果的・効率的に、あるいは低コストで進めるということ、それからウの観点は、

国産材の利用を進めていくという目標・計画でございます。 

 （ア）でございますけれども、全ての新規契約について、長伐期かつ小面積分散伐採という

方法に限定をして契約を締結いたしました。また、既にある契約分につきましては、これは契

約の相手方がございますので、その理解を得ながら、契約地の現況なども踏まえつつ、長伐期

化、複層林化を進めてきております。 

 それから、（イ）でございますけれども、事業を効果的・効率的に実施をするという観点か

ら、例えば下刈りにつきまして、画一的に全てやるのではなくて、必要のない部分は省略する

というような幾つかの項目につきましてのチェックシートがございますけれども、これに基づ

きまして、全てチェックシートを100％活用しまして、効率的・効果的な事業を進めたという

ことでございます。また、コストの削減という観点からは、一部の県におきまして、ヘクター

ルあたりの植栽本数2,700本から2,500本といったような形で植栽本数を削減いたしまして、コ

ストの削減に努めたところでございます。 

 それから（ウ）でございますけれども、搬出間伐を推進するということで、これは私どもの

事業地、なかなか奥地にあり、あるいは道が十分に入っていないというところもありまして、

難しい地域もあるわけでございますけれども、可能な限り搬出間伐を推進するということで、

28年度45％の面積での実施率になってございます。これは、前中長期目標期間の平均を上回る

数字でございます。また、丸太組工法の施工につきまして、間伐材を活用するということで、

これも１万4,000立方の間伐材を活用したということでございます。 

 続きまして、その他、既に完了した事業の関係でございますけれども、特定中山間保全整備

事業、それから農用地総合整備事業、こちらの事業は既に全て完了しているわけでございます

けれども、その事業につきましては、完了後おおむね５年間経過した場合に、きちんと調査を

して、その事業が効果が上がったのかどうかということを評価するということにしているわけ

でございます。 

 まず、（ア）のところにつきましては、完了した地域につきまして調査をするということで、

下閉伊北区域というのが、完了して５年経過したわけでございますけれども、東日本大震災の



15 

復興というような関係もございまして、延期をいたしまして、調査自体は本年29年度に実施す

ることにしておりますけれども、南丹区域、黒潮フルーツライン区域の２地域については、調

査を適切に実施をしたところでございます。 

 それから（イ）は、その前年度に行いました調査を踏まえて、実際に評価をするということ

でございますけれども、阿蘇小国郷区域、こちら、熊本地震の関係がございまして、本年度に

延期をいたしまして評価をすることにいたしておりますけれども、郡山区域、安房南部区域に

つきましては、評価結果を28年８月末に公表したということでございます。 

 それから、イの債権債務管理に関する業務でございますけれども、かつて実施をしておりま

した林道事業の賦課金・負担金、それから特定中山間保全整備事業等の負担金、それからＮＴ

Ｔの株式売却益を活用しました融資の事業に係る資金につきましての債権につきましては、都

道府県等から計画どおり徴収いたしまして、償還を確実に実施しているところでございます。 

 ということで、（１）、（２）、いずれもＢ評価としているところでございます。 

 以上でございます。 

○桂川森林機構理事 それでは、また私のほうからご説明をさせていただきます。 

 第２以降ですけれども、こちらは言ってみますといわゆる総務系の業務にかかわることでご

ざいます。計画どおりの実行ということで評価がＢになるということでございまして、第２か

ら第８まで全て自己評価はＢであることを先に申し上げさせていただきます。 

 それでは、10ページ、第２、業務運営の効率化に関する事項、１、一般管理費等の節減、

（１）研究開発業務。こちらは平成27年度予算と比較をしまして、一般管理費を３％、業務経

費の１％を着実に削減いたしました。目標どおりでございます。空調や照明、あるいは設備の

稼働時間、さまざまな努力をしております。 

 （２）森林保険業務。こちらは59.4％という大変大きな数字が書いてございますけれども、

こちらにつきましては、先ほど申し上げました商品改定の関係で、商品改定のほうが終わるま

で保険の業務システムの改修を見送ったというようなこともございまして、大変大きな抑制幅

となっております。ただ、そういうものを除きましても、いわゆる一般管理費の削減は着実に

実施しております。 

 それから、（３）水源林造成事業等でございますが、こちらは一般管理費5.1％の経費を抑

制しております。 

 ２、調達の合理化。こちらは調達等合理化計画を策定しまして、これに基づき単価契約の見

直し、ほかの国立研究開発法人との共同の調達でございますとか、一括調達の取組でございま
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すとか、あるいは随意契約につきましても、適正かどうかの審査の徹底、そして一者応札や応

募が少なくなるように公告期間を長くするといったような改善、そして不適正な処理が出ない

ように研修の徹底、研究費執行マニュアルの作成等に取り組みまして、調達の改善を行ってお

ります。 

 ３、業務の電子化ですけれども、法人文書ファイル管理簿の電子化を図るとともに、各種の

説明会や研修会におきましては、テレビ会議の活用を行っております。 

 また、化学薬品の管理システムを導入しまして、毒劇物等の情報収集手続を簡素化できるよ

うに、今、進めているところでございます。 

 講演会や研修等の中継のためのテレビ会議システム、これを161回利用しまして、少人数の

会議などではウェブミーティングシステムを78回利用しております。 

 第３、予算、収支計画及び資金計画、１、研究開発業務。外部研究資金の実績件数は237件、

金額は16億2,800万円でございます。うち政府からの受託の件数が24件、４億1,300万円でござ

います。競争的資金の新規採択につきまして鋭意取組を行いまして、175件の応募で42件の新

規採択を得たところでございます。 

 それから、２、森林保険業務。森林保険業務の財務状況、積立金規模の妥当性の検証等につ

きまして、先ほど申しましたように専門的な見地から点検を実施しております。積立金の規模

の妥当性の検証につきましては、先ほど申しましたソルベンシー・マージン、大災害の際の支

払い能力については567％ということでございまして、これが民間損保の27社の平均ですと

716％、民間損保会社に比べて特に大きいということではございません。また、過去起きた最

大の災害というようなことを想定したときに、そのような災害が起きても支払うことは可能な

んですけれども、一度起きますと、このソルベンシー・マージンが200％台まで恐らく低下す

るであろうということで、そういうことを考えまして、現状の契約規模で考えると過大とは言

えないという検証結果を取りまとめて大臣に報告をしております。 

 また、促進のほうですけれども、関係機関と連携し、自治体の個別訪問などを実施したとい

うことは先ほど申し上げたとおりでございますが、そのほか森林施業プランナー研修など、さ

まざまな機会を通じて協力の要請を行っております。 

 また、継続契約確保のために毎月の契約実績を森林組合系統に提供いたしまして、満期の案

内なども行っております。 

 ３、水源林造成事業。こちら、関係道府県及び受益者との連絡を密にしまして、負担金等は

全額徴収しまして、長期借入金は確実に償還をしております。 
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 また、償還の確実性につきまして、外部有識者を含めた委員で構成する水源林造成事業リス

ク管理委員会において検証を行いまして、さまざまな条件のもとでも着実に償還ができるとい

う検証を行ったところでございます。 

 既存システム機器の活用による新規サーバー購入抑制や耐用年数を経過した保存品の継続使

用など、事務経費の節減、先ほど申しましたとおり適切に進めております。 

 11ページでございます。 

 保有資産の処分ですけれども、職員宿舎第３号、杉並区におきましては、国への返納措置を

行いました。また、福島市のいずみ倉庫につきまして、納付方法について事前協議の結果、更

地化して納付予定で、今、進めております。 

 第４、短期借入金の限度額。研究開発業務につきましては、該当がございません。 

 ２、水源林造成事業等ですけれども、こちらは、徴収する負担金の時期と債務の償還の時期

のずれなどもございまして、一時的に資金が不足するような場合に限度額の範囲内で低利な資

金を調達し、年度内に確実に償還を行っております。 

 第５、不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画、１、研究・

育種勘定。北海道支所外来研究者宿泊跡地など５つの資産につきまして、国庫納付を行ってお

ります。 

 ２、特定地域整備等勘定。こちらは第３の４で申し上げた職員宿舎第３号といずみ倉庫と同

じでございます。 

 第６、不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画。こちらは、森林整備センターで水源

林における主伐、間伐など立木販売を計画して実施をいたしました。 

 第７、剰余金の使途。こちらは該当がございません。 

 第８、その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項、１、施設及び設備に関する計画。

情報取扱区域設定のためセキュリティシステムの整備を行っております。こちらは、つくばの

森林総合研究所で行いました。また、本館の空調設備など老朽化した設備の整備を行っており

ます。 

 また、熊本地震で被災をしました九州支所及び九州育種所、こちらにつきましては、研究施

設、研究設備の修繕や更新等を実施しておりまして、現在、九州支所の実験棟をＣＬＴで建替

することを進めているところでございます。 

 それから、千代田苗畑用地、こちら国有地を借りて苗畑の業務を行っていたものでございま

すけれども、こちらの国有地を取得いたしました。 
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 ２、人事に関する計画、（１）研究開発業務。ガバナンス強化のために研究領域を３部門、

森林、林業、木材に大くくりをいたしまして、大型プロジェクトへの対応を強化しました。 

 また、橋渡し機能の強化のため、産学官民・国際連携推進本部を設けまして、担当の研究デ

ィレクター、コーディネーターの配置を行っております。 

 男女共同参画、そしてダイバーシティの活動を所内外に示すために、理事長直轄の組織とし

てダイバーシティの推進の組織を設けまして、森林保険センター、森林整備センターとも連携

して活動を推進しております。 

 海外出張のリスクに対応するため、企画部に海外安全対策室を設置いたしました。 

 （２）森林保険業務。森林保険業務の効率的かつ効果的な推進のため必要な人材の確保、こ

ちらは民間の損害保険会社や森林組合系統からも出向いただいておりますけれども、そのよう

にして職員を適切に配置いたしております。 

 （３）水源林造成事業等。森林整備センターにつきましては、業務の内容や規模を踏まえ、

効率的な業務実施体制となるように適切な配置等を実施しました。 

 次のページでございます。 

 ３、積立金の処分。研究・育種勘定につきましては、前計画期間内に取得した固定資産の減

価償却等に適切に使っております。 

 それから、（３）特定地域整備等勘定ですけれども、こちらは負担金の徴収や借入金の償還

の費用に充てております。 

 ４、研究開発業務、森林保険業務及び水源林造成事業における連携の強化、（１）研究開発

と森林保険の連携。こちらは、森林気象害のリスク評価手法に関する研究に基づきまして、気

象災害を特定する要素となる損害調査データ等を提供しまして、これを活用した被害種別判定

システムのデータベースの整備に関する研究を推進しております。 

 また、森林保険センターが行う現地調査へ同行して、損害調査の効率化についての助言など

をいただいております。 

 それから、（２）水源林造成事業との連携ですけれども、コンテナ苗の活着や生長量、路網

の長寿命化技術開発、あるいは植栽木の放射性物質の動態の調査、シカ食害防除方策の効果、

こうしたものを水源林造成事業の中で新たに取り組みまして、その検証などを行っております。 

 また、研究成果や科学的知見の橋渡しに取り組むため、地域の林業関係者が参加する検討会

を開催したりしておりますし、森林整備センターと森林総合研究所の間での情報交換も行って

おります。 
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 ５、行政機関や他の研究機関との連携・協力の強化。林野庁との間では定期的な会合を持ち

まして、計画段階から連携をし、行政ニーズを反映したプロジェクトや事業の実施や、助成金

や資金の獲得を行っております。 

 また、林野庁が主催するブロック会議等を通じて、地域における研究ニーズ等の集約化に努

め、必要に応じて課題化をしております。 

 国立研究開発法人協議会に加入し情報共有を図っておりますほか、農研機構や水研機構と環

境三所連絡会を開催したり、あるいは国環研や大学などと共同で環境研究シンポジウムを開催

したりしております。 

 また、大きな災害、熊本地震ですとか、岩泉地区の洪水、山地災害、あるいは北海道におけ

る台風の被害調査、こうしたものに対応しております。 

 森林整備事業ブロック別の打ち合わせ会議や市町村有志協議会で森林保険についての説明を

行っております。 

 ６、広報活動の促進、（１）研究開発業務。刊行物及びウェブサイトによる情報発信、特に

プレスリリースについては、前年度に比較して積極的に推進を行っております。 

 公開講演会は毎年10月に東京で開催しております。その他、シンポジウム、研究集会、森林

講座など、一般市民の方も含めて来ていただけるようなものを数多く開催しております。 

 相談窓口を設置いたしまして、マスコミ、企業、公共団体、市民からの問い合わせに対応し

ております。 

 （２）森林保険業務。こちら、先ほどから申し上げましたとおり、さまざまな広報活動、加

入促進のための取組を行っております。 

 次のページでございます。 

 （３）水源林造成事業。こちらの事業は、紹介のパンフレットを活用して、事業の取組や効

果をシンポジウムの会場等で説明をしております。 

 また、ウェブサイトにおける事業実績や効果、近年の取組の紹介も進めております。 

 事業の透明性を高めるため、平成27年度の分収造林契約実績を整備局ごとにウェブサイトに

公開しております。 

 ７、ガバナンスの強化、内部統制システムの充実・強化。監事及び会計監査人との連携を強

化しております。監査従事者を研修に参加させ、資質の向上を図っております。各段階におけ

る意見交換を行うほか、監査法人主催の意見交換に監事が出席し情報収集するなど、密接な連

携を行っております。ちなみに、会計監査人はトーマツでございます。 
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 それから、（２）コンプライアンスの推進。外部有識者を含めたコンプライアンス推進委員

会を開催いたしまして、平成28年度取組結果の検証・分析等を行い、29年度の取組方針への反

映を行っております。 

 また、職員への研修も実施し、全職員でリスクの洗い出しや取りまとめを行っております。 

 ８、人材の確保、（１）人材の確保。クロスアポイントメント制度を29年度から導入いたし

ました。現在のところ、まだ実績はございませんが、ほかの機関の取組も見ながら取り組んで

まいりたいと思っております。また、研究者13名、うち女性４名を採用いたしました。 

 森林保険センターにおきましては、先ほど申しましたように外部からの出向もいただいてお

ります。 

 森林整備センターにおきましては、職員９名、うち女性６名を採用しております。 

 一時預かり保育支援制度を継続しております。また、男性職員の育児参加の促進も実施して

おります。 

 （２）職員の資質の向上ということで、さまざまな研修、講習会、セミナーなどへの参加、

ＯＥＣＤのフェローシップを活用しまして海外留学の実施、学位の取得の促進、それから各業

務に必要な免許の取得等を促すための各種外部講習会への参加も進めております。こちらは、

例えば研究のために使う薬剤が消防法における取り扱い資格を必要とするものであったり、あ

るいは樹木の種子をとるために高所作業の必要な教育を受けたりしなければいけないといった

ように、研究業務にもかなり必要なものがございますので、そういうことも鋭意進めておると

ころでございます。 

 また、男女共同参画、ダイバーシティにつきましては、エンカレッジ推進セミナーの開催や、

あるいは全所的な共同参画意識の調査も行いました。 

 それから、最後のページでございますけれども、（３）人事評価システムの適切な運用。こ

れは基本的に国と同様の人事評価を実施しまして、評価結果につきましては昇任、昇格、昇給、

あるいは勤勉手当の成績率の反映に活用しております。研究職員の業績評価につきましては、

橋渡し活動も十分に勘案をさせていただいております。 

 （４）役職員の給与水準。体系は国家公務員と同一でございます。ラスパイレス指数、国に

比較して若干高いようでございますけれども、これは国に比較いたしますと単身赴任手当や広

域異動手当、扶養手当の受給者が多いという事情がございまして、そういうことを取り除きま

すと、ラスパイレス指数100以下と見込んでございます。 

 ９、情報公開の推進等。こちらは、開示請求につきましては、迅速な開示を行いました。 
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 また、森林保険につきましての公開は、先ほどご説明をしたとおりでございます。 

 10、情報セキュリティ対策の強化。個人情報保護に関する研修会の開催、マイナンバーに関

する自己点検の実施、あるいは情報セキュリティポリシーは政府統一基準群を踏まえて見直し

を行ったり、全職員を対象とした研修を行ったり、セキュリティの監査を実施したりというこ

とで取組を進めているというところでございます。 

 それから、11、環境対策・安全管理の推進。労働災害発生時の災害発生速報や緊急時の連絡

体制の周知、データベース、危険要因事例集の周知、産業医の活用やメンタルヘルス対策の周

知、こうしたようなものを進めております。 

 また、水源林造成事業につきましては、事業実行中に現場に出向いて、事業者に対する指導

も実施しております。 

 以上でございます。 

○酒井部会長 どうもご説明ありがとうございました。 

 ただいまの業務の実績及び自己評価のご説明につきまして、ご質問等がございましたらよろ

しくお願いします。 

○中山専門委員 すみません。あらかじめいただいていた資料と、それから今日配付されたこ

の概要で幾つか訂正というか、バージョンアップされているみたいなので、そのあたりちょっ

と確認だけしていただけませんでしょうか。 

○桂川森林機構理事 具体の箇所のご説明ということでしょうか、変更した箇所の。 

○中山専門委員 はい。 

○桂川森林機構理事 網羅的にと言うことであれば、申しわけございません、事務担当者のほ

うから間違いのないようにご説明をさせたいと思います。 

 すみません、米田室長いらっしゃいますか。こちらに来ていただいて、変更箇所等について

網羅的に、ちょっとご説明をいただけますでしょうか。全般的にまとめてのご説明のほうがよ

ろしいかと思います。 

 業務実績の概要のほうは、ケアレスミスの訂正等がほとんどでございまして、内容等につい

て大きく変更したようなところはないと思います。自己評価書のほうにつきましては、数字が

入っていなかったところについて新たに埋めたりしたようなところが主体でございますけれど

も、米田室長、ちょっと補足的に特に注意すべき点があれば、お願いします。 

○米田室長 失礼いたします。事務局をしております総合調整室米田と申します。 

 全般に今、理事のほうからございました数字的なものですとか、それから構成、軽微なもの
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ですが、段落を直すとか、それからフォントを直す、そういったことは行ってございます。 

 それから、特に具体的に10ページのほうでございます。 

○酒井部会長 概要のほうですね。 

○米田室長 概要の10ページでございます。 

 これの第２の１、一般管理費等の節減とございます。ここが事前説明の際に、比較をはっき

りするように、というようなことで、28年度の実績でございますけれども、その比較の対象、

それぞれ27年度予算と比較して28年度の実績がどうであったかということ、それを研究開発、

森林保険、水源林造成、それぞれ統一をとる形で比較対象をはっきりさせたといったようなこ

と、そういった変更でございます。全般的に軽微なもの、それがほとんどでございます。 

○中山専門委員 ありがとうございました。 

 ただ、その箇所なんですけれども、私がいただいた資料は、森林保険について平成27年度経

費と比較して一般管理費が39.2％の経費抑制となっていて、今日いただいたものは59.4％と変

更になっているので、これはやっぱり軽微じゃなくて、訂正しましたよ、と言っていただいた

ほうがいいんじゃないでしょうか。 

○桂川森林機構理事 申しわけございません。そちらのほうは、事前説明の際には計算を少し

誤っておりまして、今回、28年度実績を、27年度経費ではなく27年度予算と正しい比較をした

結果として、このようなことになったということでございます。申しわけございませんでした。 

○酒井部会長 よろしいですか。ほかにご質問ございましたらお願いします。 

○田村委員 ２点ほど質問させていただきます。 

 概要の７ページ、（３）のイ、研究開発成果等の社会還元というところの３つ目に、論文を

303件公表しましたという数字なんですけれども、研究所としてこの数字をどういうふうに評

価しているのかということをお聞きしたいというのが１つ目です。 

 それから２つ目は、同じく概要の11ページ目、人事に関する計画の（２）と（３）で森林保

険、水源林造成においてそれぞれの適切に配置をしましたという記述があるんですけれども、

この適切な配置というものについて、どういう基準を重視して適切な配置を行っているかとい

うことについてお聞きしたいと思います。 

○田中森林機構理事 まず、最初の学術雑誌の件なんですけれども、基本的な目安として、研

究の人間、年１本というのを目標としているので、今年度に関しても計算上はほぼそれをクリ

アしたという程度で、大変いい成績とも言えないけれども、計画どおりには進めているかなと

いうのが自己評価ということでございます。 
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○桂川森林機構理事 それでは、11ページのほうの人事のほうですけれども、森林保険業務に

つきましての適切な配置ということですが、加入促進のために内部組織の組みかえを行いまし

て、保険推進課を新たに設けましたというご説明をさせていただいております。そういう意味

で、１年間仕事をやってみまして、それまで保険業務部の中は保険引受課と保険審査課という

体制だったんですけれども、こちらを整理いたしまして、保険推進課と保険業務課というよう

に組みかえをいたしまして、仕事の割り振りも変えたと、そういうようなところが職員の適切

な配置というようなところでございます。 

○大山森林機構理事 水源林造成事業のほうも、基本的には業務量なり事務量がどうかという

ことをよく配慮をしてといいますか、事業量の多いところについては、やはり人数もそれなり

に配置をしなければいけませんし、また最近では、契約の変更の事務というのが結構多くなっ

ておりまして、そういうものの量というようなことも勘案しながら配置をしている。さらに足

りないというときには応援をするというのもございますけれども、基本的にはそのような事務

量、業務量を勘案して、人員の配置をしているということでございます。 

○酒井部会長 よろしいですか。ほかにご質問ございますでしょうか。文野委員、何かござい

ましたらお願いします。 

○文野臨時委員 私も事前説明のときにいろいろと財務的なところの先ほど中山委員のおっし

ゃっていた経費の削減ですとか、借り入れの返済ですとか積立金の処分については詳しく聞い

たので、ちょっとまたここでこれを質問するとまた同じことになってしまうのでと思っており

ますけれども、いかがでしょうか。 

○酒井部会長 重複しても。 

○文野臨時委員 重複してもということですね。 

○酒井部会長 情報を共有したいので。 

○文野臨時委員 情報共有化ということですね。 

 私のほうでは、やはり研究開発のところはちょっと私の専門外ですので、一般管理費の削減

ですとか、剰余金の処分といったところについて確認をいたしました。ちょっとやっぱり中山

委員も気にされているところで、森林保険業務のところの一般管理費について、59.4％と、素晴

らしいというのか、ちょっと異常値じゃないのかと思うほどのことだったので、内容を確認い

たしました。内容としては、一般管理費だった部分を業務費のほうに組みかえたことによるも

のでした。経費には、業務費と一般管理費とありまして、27年度予算のときには一般管理費に入

っていたものを、国の制度でやっていたものを今回独法の制度にするに当たって、会計基準と
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いいますか、そういったところもありまして、原価に入れたということでした。私もちょっと

気になって、やっぱりそれはそういうふうに書いたほうがよろしいんじゃないでしょうか、と

申し上げたのですけれども、この自己評価のこちらの分厚いほう、こちらにはそういったこと

が、なお書きで細かく書いてあるということでございます。 

比較については、何と比較するのか、前年度と今年度の実績で比較するという方法もありま

すし、今年度予算と今年度実績で比較する方法もあります。ただ、やはり１年間やってみてと

いうことなので、27年度の予算で決めていたことについて、27年度にその内容について見直して、

さらに28年度の予算を立てて、実績として28年度の実績というものが出てくるわけですから、対

象としては、やはり27年度の予算と比較してというのがよろしいかと思います。 

それから、確実な償還がされているというところの記述が10ページの水源林造成事業等の等

のところに係ると思いますけれども、都道府県からの徴収は恐らく間違いなく徴収されると思

いますけど、一部民間といいますか、受益者の方々、そういったところも確実に毎年償還され

ていますが、国からの助成がある場合もあって、貸し倒れ等は一切起こっていないということ

でした。 

あと積立金の処分、12ページにつきましては、ちょっとここも会計テクニック的なところで、

中長期計画の期間に出た利益は、原則、繰り越すことができませんから、次期中長期計画の期

間の経費に充てることができませんが、特定の経費に充てる場合に限って、積立金として繰り

越せます。このような特定の経費に充てるべき積立金の処分について、適切に積立金の処分が

されているということを確認いたしました。 

以上です。 

○酒井部会長 どうもありがとうございます。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

○田村委員 橋渡し機能というのが、今期から非常に重要なテーマとなっているわけなんです

けれども、今回のご説明で、民間企業や大学と共同研究進めましたよという話がありました。

質問としては、どういう分野がこういうもので共同研究が進んでいるのかということでお聞き

したいと思います。ちょっと私もよくわからないんですけれども、共同研究も研究所の広い研

究分野を見渡すと、そういうものに共同研究することによってより効果的に進むものとかいろ

いろあると思うんです。なので、共同研究する分野というのも、コーディネーターがいらっし

ゃるので、当然いろんなことを考えて進めいらっしゃるんだと思うんですけれども、メリハリ

というか、向き不向きというか、そういうのも考えて進めていったほうがいいんじゃないかな
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という、ちょっとそういうこともありました。 

 以上です。 

○田中森林機構理事 ありがとうございます。 

 メリハリということですが、共同研究に関してもボトムアップで提案というのが研究者のほ

うから出てくるわけですけれども、まずはコーディネーター、あるいは研究分野のディレクタ

ーというのがおりますけれども、その共同研究の意義というものに関してまずそこで検討しま

す。ガバナンスとしては、戦略会議という形で、研究戦略会議というのがあるのですが、それ

は我々も含めた役員も含めた形で承認した形で進めています。そういう意味での取捨選択とい

うのはそこでしているわけです。また、メリハリという点では、産学官民連携という中で、一

番「学」とつながりやすいのは木材関係だということがあります。これまでも小さいレベルの

共同研究がいっぱいあったのですが、大きな形でのコンソーシアムを組むような形のプロジェ

クト等が現在は動いているので、僕らもそれは積極的に推進するべきだという形で、コーディ

ネーターとともに進めているところです。 

 林業・森林研究分野というのは、やはり比較的、産業というところ、産業の中でも共同研究

によって利益を得るというところになかなかつながりにくいところがあるのですが、例えばで

すけれども、林業の分野では、今低コスト化につなげるためのコンテナ苗の研究を進めている

わけですけれども、コンテナ苗の低コスト生産につながるような種子の選別技術というのを住

友林業などと一緒にやるというような形で、実際に研究の成果が現場につながるような形での

産との連携を行なっています。小さいシーズになるような共同研究というのは、この分野でも

かなりの数を行っているところですが、なかなか表に見えてくるところには至っていないと思

います。 

 ただ、メリハリというご指摘もありましたが、共同研究の場合、お金の出し方にもよります

が、両方持ち寄りの場合はウィン・ウィンの関係になりますので、なるたけそれを進められる

場合にはエンカレッジするような方向でやっていきたいとは考えています。 

 以上です。 

○酒井部会長 よろしいですか。 

 先ほど木材関係、林業産業は「学」とおっしゃられたけれども、「産」のほう。 

○田中森林機構理事 「産」です。ごめんなさい。 

○酒井部会長 ほかにご質問ございますでしょうか。あるいは、事前説明受けているわけです

けれども、皆さんと情報共有したいというようなことがございましたら、この場でご説明され
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てもよろしいかと思います。よろしいですか。 

 赤尾先生、何かございますか。 

○赤尾臨時委員 初めて参加させていただきまして、私、環境問題、環境経済学専門にしてお

りますので、研究の部門につきましては、非常に今重要な問題である地球温暖化の問題にかか

わって、ＲＥＤＤ＋であるとか、あるいは今後の温室効果ガスの削減に非常に重要な役割を果

たすというふうにＩＰＣＣも認識している木材バイオマス発電であるとかというようなところ

の研究を進められているということで、非常にいい研究をされているなというふうに思いまし

た。 

 それで、先ほど研究に関する評価をというコメントがあったと思うんですけれども、それで

申し上げますと、プレスリリースされた17本というのがあると思うんですけれども、数という

よりもやっぱりいい研究が出てくるということがすごく重要なので、そういうところは今ここ

でそれの内容をお聞きするというのは余り意味がないと思いますので聞きませんが、そういう

ところをアピールされるというのは素晴らしいことになるんじゃないかなというふうに思いま

した。 

 非常に瑣末な質問を１つ、２つさせていただきますと、ちょっと気づかなかったんですが、

概要の４ページのイのところの木材供給システムの開発のところのヤナギ造林地においてとい

うふうな話があるんですけれども、この目標値の10トンというのは単位はどういうふうな単位

なのか、ヘクタール当たり、年当たり、あるいは林齢とかどうなのかというのをちょっと１つ

お聞きしたいというのがございます。 

 もう一つ、全く違う質問なんですけれども、最後のところで、ラスパイレス指数が100を切

っていますという話が、14ページ、ラスパイレス指数ですか、これ意味するところは、要する

に平均的に見たときの所得水準、あるいは賃金水準が実質で見たら悪くなっているというふう

に解釈してよろしいんでしょうかという２点です。 

○田中森林機構理事 まず、ヤナギの件について、研究担当の私からお答えします。 

 10tというのは、/ha/年、乾重です。ヤナギの場合、大体収穫するときが葉っぱが落ちます

ので、基本的には幹、枝部ということになります。年の問題なんですが、基本的に挿し木でつ

くるんですけれども、３年程度を目安にやっていますので、３年間での乾重での生産量を年ベ

ースに評価し直しているというようなことになります。その点に関しては、よろしいでしょう

か。 

○桂川森林機構理事 次に、給与のラスパイレス指数のお話でございます。 
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 先ほど申しましたように、給与体系は国家公務員と同様でございますので、そういうことで

あればラスパイレス指数は国家公務員と同一の100ちょうどになるわけなんですけれども、現

実には事務技術職員は102.0、研究職員は100.4で国家公務員よりもわずかに高くなっておりま

す。このところにつきまして、国家公務員と同一の給与体系なのにどうしてわずかに高くなっ

ているかと申しますと、先ほど申しましたとおり、例えば単身赴任手当でございますとか、広

域異動手当でございますとか、幾つかの手当につきまして、国家公務員よりもうちの組織のほ

うが受ける職員の比率が大きい状態でございます。そういうことで、ラスパイレス指数がわず

かに高くなっておるわけでございまして、そういった影響を除いて、仮に国家公務員と同じ程

度の手当の受給率であるという仮定をすれば、実際に支払われた給与も国家公務員と同様であ

ろうと、そういうことでございます。 

○赤尾臨時委員 了解いたしました。調整するとほぼ100であるというふうに理解していいと

いうことですね。 

○桂川森林機構理事 さようでございます。 

○田中森林機構理事 あと１点つけ加えてもよろしいですか。 

 最初のプレスリリースに対するコメント、どうもありがとうございます。質が大事だという

ことだったのですが、今年度、特に国際的な問題では、生物多様性に関して締約国会議の中で

もアピールしたポリネーターの保全に関する提言には、我々の研究者も参加してアピールした

ということをプレスしており、それもいい成果だと考えています。温暖化にかかわるところで

は、熊による種子散布というのが大変いい研究で、野生のサクラ類等の種子について、同位体

を使って評価したのですが、国際誌に載ったのみならず、プレスも国内的にも非常に反響あり

ましたし、海外からも問い合わせ、余りないことなのですけれども、海外の雑誌からいろんな

取材が来るというようなことがありました。そういう形でできるだけいいものをプレス発信し

ていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。 

○酒井部会長 よろしいですか。ほかにご質問ございますか。 

 徳地委員、ございましたらお願いします。 

○徳地臨時委員 いろんなことをしていただいていて、おもしろく聞かせていただいて、７ペ

ージの２番の長期的な基盤情報の収集というのがあって、いろいろなモニタリングデータなん

かを継続的に実施していただいていると。これ、水源林のほうでもご説明が、先週のほうでも

ご説明があって、そのベースのデータというのは非常に重要なので、こういうことをずっと続

けていっていただきたいというのと、もう一つやはりこのモニタリングデータというのが、代
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表的なところで捉えているかどうかというのはそれはまた別の話。それから、研究トピックに

沿ったところで行われているかというのもまた別の話であると思うんです。この水源林造成事

業のほうでやられているモニタリングと研究成果選集のほうでやられている長期モニタリング

データの活用という12ページのがありますけれども、こういうのもやっぱり非常に重要なこと

だと思うので、高く評価していただいて続けていただければいいなと思いました。 

 それからもう一つ、すごく何か自分のことみたいなあれなんですけれども、うちも一般管理

費をどんどん減らされているんですが、３％とか５％って結構きついと思うんです。すごくや

られているなという高い評価をしてよいと思うんですが、これは一体いつまで続くのかなとい

うのが非常に不安なところで、それは皆さんにお尋ねしてもしようがないところなんですけれ

ども、そんなに続くものではないということで、何か違う方法を考えられたらいいなと。 

 それから最後は、１つお願いというか、お尋ねというかなんですけれども、14ページに橋渡

し機能活動への貢献を人事評価に入れるという非常にありがたい話があるんですけれども、こ

れを入れていただかないと研究者やっていけない状態になっていると思うので、ぜひともやっ

ていただきたいんですけれども、どんなふうにしていらっしゃるのかなというのは若干気にな

るところで、もし何かありましたら私も参考にさせていただきたいので、いただけませんでし

ょうか。 

○田中森林機構理事 100％上手に評価できているとはまだ言い切れませんが、我々も研究業

績の部というので論文であるとか、公刊物であるとかそういう評価もしていますが、それと同

時に内部貢献、外部貢献、あと業務運営というような項目を設けている中で、特に後者３つ、

そこにおいて橋渡しにかかわるような、特に内部貢献であれば森林総研の業務運営にどれだけ

貢献するか、あわせて成果をどういうふうに発信していくかというようなところ、広報などの

活動もそこで評価することにしています。外部貢献に関しては、多くの委員会活動であるとか、

講演であるとか、さまざまな活動があるかと思います。ＮＰＯとの共同とかもあります。なか

なか見えてこないものもそこで評価しようというような形にしていますので、研究は重要です

けれども、研究だけでは評価しないという形で、それぞれの総合的な評価を個人の評価に入れ

るという方向で行っています。特に今年度からの「橋渡し」という言葉自体がちょっとなかな

か皆さん今までやってきたことの表現のはずなのですけれどもわかりにくいということで、エ

ンカレッジして、今までやってきたところをそういう意味で見直そうということと、さらに評

価するので積極的にそういうところにコミットしましょうというような形で進めているところ

です。 
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 あと、最初のモニタリングはありがとうございます。同感です。ぜひそういうふうに進めた

いと思っています。 

○酒井部会長 よろしいですか。ほかにご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私のほうからは、質問というよりか、先ほど来いろいろ適切なご質問いただきまして、要望

といいますか、橋渡し機能の強化ということで、引き続き今期の成果にぜひつながっていくよ

うにお願いしたいなと思います。新しい機構になって、人材を有効に活用して、組織の活性化

につながっていただければなと思います。 

 ほかにご質問ないでしょうか。ご質問がないようでございましたら、以上で国立研究開発法

人審議会第８回林野部会を閉会いたします。議事の運営にご協力いただきまして、ありがとう

ございました。 

 それから、事務局から今後の予定をお願いいたします。 

○中塚研究指導課長補佐 次回の林野部会を７月13日に予定しております。追って正式なご案

内をさせていただきます。 

 次回の部会では、機構の業務実績に関する大臣評価案についてご審議をいただく予定として

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 どうも委員の皆様におかれましては、ご多用の中、本日のご審議誠にありがとうございまし

た。 

午前１１時１５分 閉会 

 

 


